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１ 近畿圏直下型地震の各府県等の被害想定

（１）琵琶湖西岸断層地震

○各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

滋賀県 １，２７４ ４５，９９４ ８２，８８９

京都府 １，１００ ３９，３００ ―

京都市 ８００ ２８，７００ １４０，７００ １０時間後避難者

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

（２）花折断層帯地震

○各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

滋賀県 １２６ ６，６６５ ２３，２６２

京都府 ６，９００ １４８，４００ ―

京都市 ５，４００ １１７，８００ ２９３，６００ １０時間後避難者

兵庫県 １３ １，０７７ ９，６８８

神戸市 ０ ５６ ２

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成 19年 11 月１日）

〔花折断層帯地震〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 約１，２００ 約３７，０００

京都府 約９，４００ 約３３０，０００

大阪府 約１００ 約９，３００

兵庫県 約１０ 約１００

三重県 － 約１００

奈良県 － 約６０

関西計 １０，７１０ 約３７６，５６０

全国計 １０，７１０ 約３７６，５６０

注１）冬５時 風速 15m/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、津波、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、津波、火災、液状化、崖崩れの発生による建物全壊
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（３）奈良盆地東縁断層帯地震

○各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

京都府 １，９００ ４６，０００ ―

京都市 ― ― ―

兵庫県 １５ １，２２７ １２，４６７

神戸市 ０ ３９ ４８

三重県

奈良県 ５，１５３ １１９，５３５ ４３５，０７４
避難者数は、地震発生
１週間後の人数を記載

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成19年11月１日）

〔奈良盆地東縁断層帯地震〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 約３０ 約６００

京都府 約１，８００ 約８３，０００

大阪府 約２００ 約１２，０００

兵庫県 約１０ 約２００

和歌山県 － 約２０

徳島県 － －

鳥取県 － －

福井県 － －

三重県 約４０ 約６００

奈良県 約１，７００ 約４６，０００

関西計 約３，７８０ 約１４２，４２０

全国計 約３，７８０ 約１４２，４２０

注１）冬５時 風速 15m/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、津波、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、津波、火災、液状化、崖崩れの発生による建物全壊
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（４）京都西山断層帯地震

○ 各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

京都府 ３，４００ ７７，６００ ― 殿田－神吉－越畑断層

京都市 ７００ １３，５００ １１８，２００ 樫原～水尾断層

兵庫県 ２，３８７ ４１，５０９ ２８４，１５４

神戸市 ９ ６７１ ８，６４５
三峠－京都西山断層

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成19年11月１日）

〔京都西山断層帯地震〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 約７０ 約１，５００

京都府 約９，０００ 約２７０，０００

大阪府 約３，６００ 約１２０，０００

兵庫県 約１００ 約２，２００

和歌山県 － －

徳島県 － －

鳥取県 － －

福井県 － －

三重県 － 約５０

奈良県 約３０ 約６００

関西計 約１２，８００ 約３９４，３５０

全国計 約１２，８００ 約３９４，３５０

注１）冬５時 風速 15m/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、津波、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、津波、火災、液状化、崖崩れの発生による建物全壊
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（５）上町断層帯地震

○各府県市による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

京都府 ９０ ５，０００ ―

京都市 ― ― ―

大阪府 １２，７２８ ３６２，５７６ ８１３，９２４

大阪市 ８，５００ １６６，８００ ３４３，５００

堺市 ４６８ ３０,５３１ ７１,７３９

数値は上町断層帯地震
Ａの想定を記載
避難者数は、避難所生
活者数を記載

堺市 ３，０１７ ７１，２３７ １３８，６４３
堺市の被害が最大とな
るケースを独自に算出

兵庫県 ５，４６５ ９４，８１５ ５４３，９０１

神戸市 １２７ ２，９９０ ４４，００６

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成19年11月１日）

〔上町断層帯地震〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 － 約１００

京都府 約２００ 約４，５００

大阪府 約３６，０００ 約６７０，０００

兵庫県 約８００ 約１３，０００

和歌山県 約２０ 約４００

徳島県 － －

鳥取県 － －

福井県 － －

三重県 － 約１０

奈良県 約１００ 約６，１００

関西計 約３７，１００ 約６９０，３１０

全国計 約３７，１００ 約６９０，３１０

注１）冬 5時 風速 15ｍ/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、火災、液状化、崖崩れによる建物全壊
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（６）大阪湾断層帯地震

○各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

兵庫県 ４，５２６ ７９，３１６ ５２９，１０３

神戸市 ３，２２０ ５３，９６３ ３６７，２０８

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

（７）中央構造線断層帯地震

○ 各府県市による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

大阪府 ３３８ ２８，１４２ ６６，９６８

大阪市 ０ ７００ ３，０００

堺市 １ ７９３ ２,９７６

避難者数は、避難所生活
者数を記載

堺市 ３２ ７，０７０ ２１，４２０
堺市の被害が最大となる
ケースを独自に算出

兵庫県 ２，３０２ ４０，７９０ ８３，７５８

神戸市 ３８ １，２３１ １９，９０９
鳴門海峡～紀淡海峡

和歌山県 ４，５５６ １３７，２４１ ３２２，６５２

徳島県 ２６１ ６，２２４ ５６，２６６

避難者数は、避難所生活
者数を記載
讃岐山脈南縁（県西部の
一部のｾｸﾞﾒﾝﾄＭ７の地
震）

奈良県 ４，３１９ ９８，０８６ ３９３，７８１
避難者数は、地震発生１
週間後の人数を記載

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成19年11月１日）

〔中央構造線断層帯地震（金剛山地東縁-和泉山脈南縁）〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 － －

京都府 － 約３００

大阪府 約８，１００ 約２１０，０００

兵庫県 約４０ 約９００

和歌山県 約２，４００ 約６３，０００

徳島県 － －

鳥取県 － －

福井県 － －

三重県 － 約２０

奈良県 約３００ 約９，５００

関西計 約１０，８４０ 約２８３，７２０

全国計 約１０，８４０ 約２８３，７２０

注１）冬５時 風速 15m/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、津波、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、津波、火災、液状化、崖崩れの発生による建物全壊
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（８）山崎断層帯地震

○各府県による被害想定

団体名 死者数 全壊棟数 避難者数 備考

兵庫県 ３，６４５ ６３，１２８ ３１７，９５０

神戸市 ２６３ ５，１７０ ６４，３５２

大原、土方、安富、主
部南東部

注）上記以外の府県は当該地震に関する被害想定を実施していない。

【参考】中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会の被害想定

（平成19年11月１日）

〔山崎断層帯地震〕

団体名 死者数（注１） 全壊棟数（注２）

滋賀県 － －

京都府 － 約２０

大阪府 － 約２，６００

兵庫県 約７，５００ 約１８０，０００

和歌山県 － 約１０

徳島県 － －

鳥取県 － －

福井県 － －

三重県 － －

奈良県 － －

関西計 約７，５００ 約１８２，６２０

全国計 約７，５００ 約１８２，６２０

注１）冬５時 風速 15m/s の場合の揺れによる建物倒壊の他、津波、火災、崖崩れによる死者発生

注２）冬 12 時 風速 15m/s の場合の揺れの他、津波、火災、液状化、崖崩れの発生による建物全壊
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２ 物資集積・配送拠点

府
県

施設名 屋内外 面積 所在地 ヘリポート

県立体育館 屋内
屋外

9,966㎡
（屋内7,985㎡）

大津市におの浜四丁目2-12

琵琶湖競艇場無料駐車場 屋外 17,606㎡ 大津市皇子が丘3丁目2

びわ湖文化公園 屋外 137,706㎡ 大津市瀬田南大萱町石拾1740-
1

湖西浄化センター 屋外 111,000㎡ 大津市苗鹿三丁目1-1

彦根総合運動場 屋外 140,074㎡ 彦根市松原3028 有（敷地内に
臨時着陸場）

長浜ドーム 屋内
屋外

73,000㎡
（屋内15,123㎡）

長浜市田村町1320

男女共同参画センター 屋外 17,602㎡ 近江八幡市鷹飼町80-4

しが県民芸術創造館 屋外 10,262㎡ 草津市野路町1681

湖南中部浄化センター 屋外 630,000㎡ 草津市矢橋町帰帆島2108 有（敷地内に
臨時着陸場）

水口スポーツの森 屋内
屋外

207,081㎡
（屋内932㎡）

甲賀市水口町北内貴地先 有（敷地内に
臨時着陸場）

陶芸の森 屋外 112,000㎡ 甲賀市信楽町勅旨2188-7 有（敷地内に
臨時着陸場）

希望が丘文化公園 屋外 183,940㎡
（緊援隊ヘリ拠点となる

駐車場等除く）

蒲生郡竜王町薬師1178 有（敷地内に
臨時着陸場）

文化産業交流会館 屋内
屋外

21,741㎡
（屋内7,282㎡）

米原市下多良二丁目137

奥びわスポーツの森 屋外 213,000㎡ 長浜市早崎町

びわ湖こどもの国 屋外 76,199㎡ 高島市安曇川町北舟木2981 有（敷地内に
臨時着陸場）

丹波自然運動公園 内
外

1,400㎡
77,000㎡

船井郡京丹波町字曽根小字崩
下代110-7

山城総合運動公園 内
外

2,000㎡
100,000㎡

宇治市広野町八軒屋谷１

京都舞鶴港 舞鶴市字喜多１１０５番地１

京都市災害物資搬送センター 屋内
京都市伏見区横大路千両松町
148-1

京都市西京極総合運動公園
屋外・
屋内

京都市右京区西京極新明町32

京都市勧業館「みやこめっせ」 屋内 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

京都市横大路運動公園
屋外・
屋内

京都市伏見区横大路下ノ坪町1

京都府立体育館 屋内 京都市北区大将軍鷹司町6

万国博覧会記念公園 屋外
110,200㎡

吹田市千里万博公園1-1 有

北大阪トラックターミナル 屋内外
174,607㎡

茨木市宮島2 有

大阪府立消防学校 屋内外
14,363.1㎡

大東市平野屋1-4-1 有

東大阪トラックターミナル 屋内外
163,479㎡

東大阪市本庄中1-87

大阪城公園 屋外
105.6ha

大阪市中央区大阪城 有

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府
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府
県

施設名 屋内外 面積 所在地 ヘリポート

大阪府北部広域防災拠点 屋内外
1,788.52㎡

吹田市千里万博公園5-5 有

大阪府中部広域防災拠点 屋内外
56,834.94㎡

八尾市空港1-209-7 有

大阪府南部広域防災拠点 屋内外
24,375.36㎡

泉南市りんくう南浜2-14 有

大阪国際空港 屋内外
311ha

豊中市蛍池西町3-555 有

関西国際空港 屋内外
545ha

泉南郡田尻町泉州空港中1 有

八尾空港 屋外
70ha

八尾市空港2-12 有

大阪南港 屋内外 大阪市住之江区南港南3

堺泉北港(汐見第5号岸壁) 屋内外 泉大津市汐見町 有

堺泉北港堺２区基幹的広域防災
拠点

屋内外 堺市堺区匠町３番２ 有

三木総合防災公園 屋内外 33.5ha 三木市志染町御坂1-19 有（施設内に「三木防

災ヘリポート」）

西播磨広域防災拠点 屋内外 7.0ha 赤穂郡上郡町光都3-2-9 有（近隣に「播磨ヘリ

ポート」）

但馬広域防災拠点 屋内外 5.2ha 豊岡市岩井字湯舟1492-3 有（隣接地に「但馬空

港」）

淡路広域防災拠点 屋内外 2.9ha 南あわじ市広田広田1473-12 有（敷地内に
臨時着陸場）

丹波広域防災拠点
（※受入拠点は丹波の森公園）

屋内 丹波市柏原町柏原688

神戸都心 屋外 神戸市灘区摩耶海岸通1

しあわせの村 屋外 23ha 神戸市北区

阪神南広域防災拠点 屋内外 6.1ha 西宮市甲子園浜３ 有（敷地内に
臨着着陸場）

有馬富士公園 屋外 三田市福島1091-2

西猪名公園・東久代運動公園 屋外 11ha 川西市久代6-30-1、川西市東
久代1-14

有（臨着場（東久代

運動公園））

明石海浜公園 屋外 7.3ha 明石市二見町南二見8 有（敷地内に
臨時着陸場）

日岡山公園 屋外 4.5ha 加古川市神野町日岡苑25

播磨中央公園 屋外 9.6ha 加東市滝野町下ノ山１２７５
－８

有（敷地内に
臨時着陸場）

手柄山中央公園 屋外 8.3ha 姫路市西延末440 有（敷地内に
臨時着陸場）

市川町スポーツセンター 屋外 1.9ha 神崎郡市川町北田中498 有（敷地内に
臨時着陸場）

赤穂海浜公園 屋外 17ha 赤穂市御崎1857-5 有（敷地内に
臨時着陸場）

但馬ドーム 屋外 3.5ha 日高町名色８８－５０

朝来市中央文化公園 屋外 1.2ha 朝来市

丹波の森公苑 屋外 6.6ha 丹波市柏原町柏原5600 有（敷地内に
臨時着陸場）

淡路島国際公園都市 屋外 淡路市夢舞台1番地

神戸空港 屋外 神戸市中央区

兵
庫
県
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府
県

施設名 屋内外 面積 所在地 ヘリポート

県立和歌山ビッグホエール 内・外 55,562㎡ 和歌山市手平二丁目１番地の
１

上富田スポーツセンター 内・外 63,307㎡ 西牟婁郡上富田町朝来3871番
地

新宮市民運動競技場 内・外 51,000㎡ 新宮市佐野1501番地

橋本市運動公園 内・外 340,000㎡ 橋本市北馬場455番地

蔵本公園 屋内外 徳島市庄町1-76-2

鳴門競艇場 屋内外 25,000㎡ 鳴門市撫養町大桑島 有（敷地内に
臨時着陸場）

阿南中学校グランド 屋内外 20,000㎡ 阿南市長生町西方 有（敷地内に
臨時着陸場）

鴨島運動場 屋外 35,200㎡ 吉野川市鴨島町知恵島 有（敷地内に
臨時着陸場）

川上農村公園 屋外 7,000㎡ 海部郡海陽町神野字柿谷 有（敷地内に
臨時着陸場）

徳島県立防災センター 屋内 20,000㎡ 板野郡北島町鯛浜字大西165 有（敷地内に
臨時着陸場）

徳島飛行場 屋外 板野郡松茂町住吉字住吉開拓
３８

有

四国三郎の郷 屋外 55,000㎡ 美馬市美馬町字境目 有（敷地内に
臨時着陸場）

まぜのおか 屋外 34,000㎡ 海部郡海陽町浅川字ヒムロ谷
５９

有（敷地内に
臨時着陸場）

福井県消防学校 屋内 40,759㎡ 福井市大畑町97-21-3 有

奥越地域防災基地 屋内 2,998㎡ 大野市横枕30-15 有

丹南地域防災基地 屋内 1,148㎡ 越前市宮谷町35-82-1 有

敦賀原子力防災センター 屋内 4,500㎡ 敦賀市金山99-11-47 有

高浜原子力防災センター 屋内 4,300㎡ 高浜町薗部35字一ツ橋14 有

三重県四日市庁舎（合同庁舎） 屋外 13,961㎡ 四日市市新正４丁目２１－５

三重県津庁舎（総合庁舎） 屋外 23,380㎡ 津市桜橋３丁目４４６－３４

三重県松阪庁舎 屋外 15,844㎡ 松阪市高町１３８

三重県伊勢庁舎（総合庁舎） 屋外 13,609㎡ 伊勢市勢田町６２２

三重県上野庁舎 屋外 21,000㎡ 上野市四十九町２８０２

三重県尾鷲庁舎 屋外 9,078㎡ 尾鷲市中井浦字坂場１１６１

三重県熊野庁舎 屋外 8,418㎡ 熊野市井戸町３７１

広域防災拠点（中勢防災拠点） 屋外 7,200㎡ 鈴鹿市石薬師町４５２（消防
学校西）

三重県営鈴鹿スポーツガーデン 屋外 ①10,400
②10,200
③

鈴鹿市御園町１６６９

広域防災拠点（東紀州防災拠点
（紀南拠点））

屋外 11,785㎡ 熊野市久生屋町地内

広域防災拠点（東紀州防災拠点
（紀北拠点））

屋外 8,720㎡ 尾鷲市光が丘29

広域防災拠点（伊勢志摩防災拠
点）

屋外 34,548㎡ 伊勢市朝熊町字東谷３４７７
番１５

和
歌
山
県

福
井
県

三
重
県

徳
島
県
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府
県

施設名 屋内外 面積 所在地 ヘリポート

県営競輪場 屋内 6.7ｈａ 奈良市秋篠町98 有（敷地内に
臨時着陸場）

第二浄化センター 屋内 38.8ｈａ 北葛城郡広陵町萱野町533 有（敷地内に
臨時着陸場）

消防学校 屋内 1.0ｈａ 宇陀市榛原下井足17-2 有（敷地内に
臨時着陸場）

吉野川浄化センター 屋内 12.7ｈａ 五條市二見5-1314 有（敷地内に
臨時着陸場）

コカ・コーラウエストスポーツ
パーク

内・外 52.4ha 鳥取市布勢146-1 有（敷地内に
臨時着陸場）

東郷湖羽合臨海公園南谷広場 外 54.3ha 東伯郡湯梨浜町南谷 有（敷地内に
臨時着陸場）

鳥取県消防学校 内・外 3.1ha 米子市流通町1350 有（敷地内に
臨時着陸場）

鳥
取
県

奈
良
県
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３ 関西広域連合構成府県等の消防防災ヘリの保有状況

可
視

赤
外
線

映
像
送
信

タ
ン
ク

個
数

タンク
容量
（L）

バ
ケッ
ト

バケッ
ト個数

バケット容
量

福井県 1 川崎BK117C-1 JA291F Blue Arrow 11 × × × ○ 1 600 ○ 2 600
福井県坂井市春江町江留中50-1-2
福井空港内

福井空港

三重県 1 ベル412HP JA6703 みえ 15 × × × ○ 1 1300 ○ 2 1000
津市雲出綱管町2-2 津市伊勢湾HP
内

伊勢湾HP

滋賀県 1
ユーロコプター
AS365N3

JA25LB
琵琶（び
わ）

14 ○ ○ ○ ○ 1 900 ○ 3
600×２
900×１

滋賀県蒲生郡日野町北脇214-71 大阪航空日野HP

ユーロコプター
AS365N3

JA911A ひえい 13 ○ ○ ○ ○ ○

ユーロコプター
AS365N3

JA02FD あたご 14 ○ ○ ○ ○ ○

ユーロコプター
AS365N3

JA050F おおさか 13 ○ ○ ○ ○ ○

ユーロコプター
AS365N3

JA100F なにわ 14 ○ ○ ○ ○ ○

兵庫県 1 川崎BK117C-2 JA28HY ひょうご 11 ○ ○ ○ ○ 1 800 ○
神戸市中央区港島中町8-1 神戸HP
内

神戸HP

川崎BK117C-2 JA02KB KOBE-Ⅱ 11 △ × ○ × ○

川崎BK117B-2 JA6739 KOBE-Ⅰ 10 ○ × ○ × ○

奈良県 1 ベル412EP JA20NA やまと2000 15 × × × ○ 1 1300 ○ 3
910×1
600×2

奈良県奈良市矢田原町2450番地
奈良県ヘリポート内

奈良県HP

和歌山県 1 ベル412EP JA6760 きしゅう 15 ○ ○ ○ ○ 1 1300 ○ 2 1000
和歌山県西牟婁郡白浜町3031-56
南紀白浜空港内

南紀白浜空港

鳥取県 1 ベル412EP JA31TT とっとり 15 ○ ○ ○ ○ 1 1200 ○ 3 800×2/900
鳥取市湖山町北4丁目344-2 鳥取
空港内

鳥取空港

徳島県 1 川崎BK117C-1 JA109R うずしお 11 ○ × ○ ○ 1 670 ○ 3 800×2/600
徳島県板野郡松茂町豊久宇朝日野
15-2 徳島飛行場内

徳島飛行場

保有団体名 運航基地機体名
定
員

登録
番号

ヘリテレ伝
送システム

空中消火資機材

所在地

900 3

機種
機体
数

京都市消防局 545×2/909 京都市伏見区横大路千両松町 京都消防HP

2 9001 3 540

2 1

八尾市空港2-12 八尾空港内 八尾空港

神戸市消防局 2

3 600

神戸市中央区港島中町8-1 神戸HP
内

神戸HP

大阪市消防局



12

４ 関西広域連合構成府県等における広域医療搬送拠点の指定状況

都道府県名 広域医療搬送拠点名

滋賀県 －

京都府 －

大阪府 八尾ＳＣＵ

兵庫県 神戸空港

和歌山県 南紀白浜空港

徳島県 あすたむらんど徳島

福井県 －

三重県
三重大学

宮川ラブリバー公園

奈良県 －

鳥取県 －

※ －は未指定
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５ 関西広域連合構成府県等の災害拠点病院一覧

病院名 2次医療圏等

公立甲賀病院 滋賀県 甲賀市水口町鹿深3-39 甲賀

彦根市立病院 滋賀県 彦根市八坂町１８８２ 湖東

高島市民病院 滋賀県 高島市勝野１６６７ 高島

済生会滋賀県病院 滋賀県 栗東市大橋２－４－１ 湖南

草津総合病院 滋賀県 草津市矢橋町１６６０ 湖南

長浜赤十字病院 滋賀県 長浜市宮前町１４番７号 湖北

大津市民病院 滋賀県 大津市本宮２丁目９－９ 大津

大津赤十字病院 滋賀県 大津市長等１丁目１－３５ 大津

滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 大津市瀬田月輪町 大津

近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 近江八幡市土田町１３７９ 東近江

京都市立病院 京都府 京都市中京区壬生東高田町１の２ 京都・乙訓

京都第一赤十字病院 京都府 京都市東山区本町１５－７４９ 京都・乙訓

済生会京都府病院 京都府 長岡京市今里南平尾８番地 京都・乙訓

公立山城病院 京都府 木津川市木津池田７４－１ 山城南

男山病院 京都府 八幡市男山泉１９番地 山城北

京都府立与謝の海病院 京都府 与謝郡与謝野町字男山４８１ 丹後

市立福知山市民病院 京都府 福知山市厚中町２３１番地 中丹

公立南丹病院 京都府 南丹市八木町八木上野２５ 南丹

市立堺病院 大阪府 堺市堺区南安井町１丁１番１号 堺市

大阪医科大学附属病院 大阪府 高槻市大学町２番７号 三島

大阪府三島救命救急センター 大阪府 高槻市南芥川町１１番１号 三島

りんくう総合医療センター 大阪府 泉佐野市りんくう往来北２－２３ 泉州

大阪府立泉州救命救急センター 大阪府 泉佐野市りんくう往来北２－２４ 泉州

国立病院機構 大阪医療セン
ター

大阪府 大阪市中央区法円坂２－１－１４
大阪市（大阪
東）

大阪赤十字病院 大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０
大阪市（大阪
東）

大阪警察病院 大阪府 大阪市天王寺区北山町１０－３１
大阪市（大阪
東）

大阪市立大学医学部附属病院 大阪府 大阪市阿倍野区旭町１－５－７
大阪市（大阪
南）

住所
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病院名 2次医療圏等

大阪府立急性期・総合医療セン
ター

大阪府 大阪市住吉区万代東３丁目１番５６号
大阪市（大阪
南）

大阪市立総合医療センター 大阪府
大阪市都島区都島本通２丁目１３番２２
号

大阪市（大阪
北）

多根総合病院 大阪府 大阪市西区九条南1丁目12番21号
大阪市（大阪
西）

東大阪市立総合病院 大阪府 東大阪市西岩田３丁目４番５号 中河内

大阪府立中河内救命救急セン
ター

大阪府 東大阪市西岩田３丁目４番１３号 中河内

近畿大学医学部附属病院 大阪府 大阪狭山市大野東３７７－２ 南河内

大阪大学医学部附属病院 大阪府 吹田市山田丘２番１５号 豊能

大阪府済生会千里病院 大阪府 吹田市津雲台１丁目１番６号 豊能

関西医科大学附属滝井病院 大阪府 守口市文園町１０番１５号 北河内

関西医科大学附属枚方病院 大阪府 枚方市新町２丁目３番１号 北河内

兵庫医科大学病院 兵庫県 西宮市武庫川町１番１号 阪神南

宝塚市立病院 兵庫県 宝塚市小浜４丁目５－１ 阪神北

兵庫県災害医療センター 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１ 神戸

神戸大学医学部附属病院 兵庫県 神戸市中央区楠町７丁目５－２ 神戸

神戸市立医療センター中央市民
病院

兵庫県 神戸市中央区港島南町2丁目1-1 神戸

神戸赤十字病院 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１ 神戸

赤穂市民病院 兵庫県 赤穂市中広１０９０番地 西播磨

公立豊岡病院 兵庫県 豊岡市戸牧１０９４ 但馬

公立八鹿病院 兵庫県 養父市八鹿町八鹿１８７８－１ 但馬

兵庫県立柏原病院 兵庫県 丹波市柏原町柏原５２０８－１ 丹波

兵庫県立淡路病院 兵庫県 洲本市下加茂１－６－６ 淡路

兵庫県立姫路循環器病センター 兵庫県 姫路市西庄甲５２０番地 中播磨

姫路赤十字病院 兵庫県 姫路市下手野１－１２－１ 中播磨

兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 兵庫県加古川市神野町神野203 東播磨

西脇市立西脇病院 兵庫県 西脇市下戸田６５２番地の１ 北播磨

和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 和歌山市紀三井寺８１１番地１ 和歌山

日本赤十字社和歌山医療セン
ター

和歌山県 和歌山市小松原通四丁目２０番地 和歌山

労働者健康福祉機構 和歌山労
災病院

和歌山県 和歌山市木ノ本９３番１ 和歌山

住所
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病院名 2次医療圏等

公立那賀病院 和歌山県 紀の川市打田１２８２ 那賀

橋本市民病院 和歌山県 橋本市小峰台２丁目８番地の１ 橋本

有田市立病院 和歌山県 有田市宮崎町６番地 有田

国保日高総合病院 和歌山県 御坊市薗１１６番地の２ 御坊

社会保険紀南病院 和歌山県 田辺市新庄町４６番地の７０ 田辺

国立病院機構 南和歌山医療セ
ンター

和歌山県 田辺市たきない町２７－１ 田辺

新宮市立医療センター 和歌山県 新宮市蜂伏１８番７号 新宮

つるぎ町立半田病院 徳島県 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ 西部

徳島県立三好病院 徳島県 三好市池田町シマ８１５－２ 西部

健康保険鳴門病院 徳島県 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 東部

徳島県立中央病院 徳島県 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 東部

麻植協同病院 徳島県 吉野川市鴨島町鴨島２５２ 東部

徳島大学病院 徳島県 徳島市蔵本町２丁目５０－１ 東部

徳島市民病院 徳島県 北常三島町２丁目３４ 東部

徳島赤十字病院 徳島県 小松島市小松島町字井利ノ口１０３番地 南部

阿南医師会中央病院 徳島県 阿南市宝田町川原2番地 南部

海陽町立海南病院 徳島県 海部郡海陽町四方原字広谷１６－１ 南部

徳島県立海部病院 徳島県 海部郡牟岐町大字中村字本村７５－１ 南部

福井社会保険病院 福井県 勝山市長山町２丁目６番２１号 奥越

公立丹南病院 福井県 鯖江市三六町１－２－３１ 丹南

福井県済生会病院 福井県 福井市和田中町舟橋７番地１ 福井・坂井

福井県立病院 福井県 福井市四ツ井２－８－１ 福井・坂井

福井赤十字病院 福井県 福井市月見２丁目４番１号 福井・坂井

福井大学医学部附属病院 福井県 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３ 福井・坂井

市立敦賀病院 福井県 敦賀市三島町１丁目６番６０号 嶺南

公立小浜病院 福井県 小浜市大手町２－２ 嶺南

三重大学医学部附属病院 三重県 津市江戸橋2丁目174番地 中勢伊賀

尾鷲総合病院 三重県 尾鷲市上野町５番２５号 東紀州

住所
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病院名 2次医療圏等

三重県立志摩病院 三重県 志摩市阿児町鵜方１２５７番地 南勢志摩

山田赤十字病院 三重県 伊勢市御薗町高向８１０ 南勢志摩

松阪市民病院 三重県 松阪市殿町１５５０番地 南勢志摩

いなべ総合病院 三重県 いなべ市北勢町阿下喜７７１ 北勢

市立四日市病院 三重県 四日市市芝田２丁目２－３７ 北勢

三重県立総合医療センター 三重県 四日市市大字日永５４５０－１３２ 北勢

鈴鹿中央総合病院 三重県
鈴鹿市安塚町字山之花１２７５番地の５
３

北勢

近畿大学医学部奈良病院 奈良県 生駒市乙田町１２４８－１ 西和

奈良県立医科大学附属病院 奈良県 橿原市四条町８４０番地 中和

大和高田市立病院 奈良県 大和高田市礒野北町１番１号 中和

済生会中和病院 奈良県 桜井市大字阿部３２３ 東和

奈良県立奈良病院 奈良県 奈良市平松１丁目３０番１号 奈良

奈良県立五條病院 奈良県 五條市野原西５－２－５９ 南和

鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 米子市西町３６－１ 西部

鳥取県立厚生病院 鳥取県 倉吉市東昭和町１５０ 中部

鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取市江津７３０ 東部

鳥取赤十字病院 鳥取県 鳥取市尚徳町１１７ 東部

住所
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６ 関西広域連合のドクターヘリ
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７ 関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定

（目的）

第１条 この協定は、関西広域連合及び九州地方知事会（以下「両者」という。）を構成するいず

れかの府県（以下「構成府県」という。）において、大規模な災害等が発生し、被災した連合組

織の構成府県だけでは十分な災害対策等の応援ができないときに、相手の連合組織の構成府県の

応援を受けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な

事項について定める。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに

よる。

（１）「災害等」 次に掲げる事象をいう。

イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める災害

ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法

律（平成 15 年法律第 79号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態

ハ イ及びロに掲げるもののほか、府県民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じる、又は

生じるおそれがある緊急の事態

（２）「連合組織」 関西広域連合及び九州地方知事会のそれぞれをいう。

（３）「被災した連合組織」 両者のうち、大規模な災害等により被災した府県の属する連合組織

をいう。

（４）「災害対策等」 災害応急や災害復旧・復興に関する対策をいう。

（応援の種類）

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。

（１）職員の派遣

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供

（３）資機材の提供

（４）避難者及び傷病者の受入れ

（５）船舶等の輸送手段の確保

（６）医療支援

（７）その他被災府県が要請した措置

（応援の要請）

第４条 被災府県は、当該被災府県単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速

やかに自らが属する連合組織に対し、応援を要請する。

２ 前項の規定による応援の要請を受けた連合組織は、自らの構成府県だけでは被災府県に対し十

分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに相手の連合組織に対し応援を要請

する。

３ 前項の規定による応援の要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにし

て行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当

該事項を省略することができる。

（１）被害の状況

（２）応援を要請する内容

（３）応援を要請する地域及び当該地域までの経路
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（４）その他応援に当たって留意すべき事項

４ 被災した連合組織は、第２項の規定による応援の要請を口答で行った場合は、後日、速やかに

その旨を相手の連合組織に文書にて提出するものとする。

（応援の実施）

第５条 前条第２項の規定により応援の要請を受けた連合組織は、その構成府県が同時期に被災す

る等、相手の連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、速やかに自らの構成

府県に応援を要請するものとする。

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援の対象とする地域（以下「応援対

象地域」という。）を割り当てて行うものとする。

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県（以下「応援府県」という。）は、当該

地域を応援するものとする。

４ 応援府県は、応援対象地域のほか、他の応援対象地域を割り当てられた応援府県の専門的な知

見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、応援対象地域以外の地域の応援に努めるものとす

る。

５ 前項の規定による応援対象地域以外の地域における応援については、前条第１項及び第２項の

規定による応援の要請に基づく第２項の規定による応援対象地域の割り当てに基づいて行った

ものとみなす。

（応援の自主出動）

第６条 災害の規模が甚大である等の理由により被災した連合組織からの速やかな応援の要請が

困難と見込まれる場合には、相手の連合組織は、その構成府県が同時期に被災する等、被災した

連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除き、第４条第１項及び第２項の規定に

よる応援の要請があったものとみなして、自らの構成府県に応援を要請するものとする。

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援対象地域を割り当てて行うものと

する。

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県は、職員を当該地域に派遣して情報収集

を行い、必要に応じて当該情報に基づき応援を行うものとする。

（応援経費の負担）

第７条 この協定に基づき府県が行う応援に要した経費は、原則として応援を受けた府県の負担と

する。ただし、前条第３項の規定による情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った府県の

負担とする。

２ 応援を受けた府県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた府県か

ら要請があったときは、応援した府県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。

（平常時の協力）

第８条 両者は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。

（１）防災組織体制等に関する情報交換

（２）情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施

（３）その他防災に関する業務

（事務局）

第９条 両者は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。

２ 事務局は、この協定の定めるところにより、両者間及びそれぞれの連合組織内の協定運用の調
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整にあたる。

３ 関西広域連合における事務局は、関西広域連合広域防災局とする。

４ 九州地方知事会における事務局は、九州・山口９県被災地支援対策本部事務局とする。

（他の協定との関係）

第 10 条 この協定は、両者及びその構成府県が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨

げるものではない。

（協議）

第 11 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事

項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度両者で

協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方署名押印のうえ、各自その１通を所持す

る。

平成 23年 10 月 31 日

関西広域連合

広域連合長 井 戸 敏 三

九州地方知事会

会長 広 瀬 勝 貞
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８ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定

（趣旨）

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第５条の２及び第８条第２項第

12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会（以

下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分

に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）の要請に基づき、

全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定め

るものとする。

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律

第 112 号）が適用される事態に準用する。

（広域応援）

第２条 全国知事会の調整の下、都道府県は被災県に対し、ブロックにおける支援体制の枠組みを

基礎とした複数ブロックにわたる全国的な広域応援を実施する。

２ 都道府県は、相互扶助の精神に基づき、被災県の支援に最大限努めなくてはならない。

３ 第１項による広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災

害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。

４ 都道府県は、第１項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロ

ック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努める。

（カバー（支援）県の設置）

第３条 都道府県は、各ブロック内で被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県（以下「カ

バー（支援）県」という。）を協議のうえ、定めるものとする。

２ カバー（支援）県は、被災県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調

整に関し、被災県を補完することを主な役割とする。

３ カバー（支援）県について必要な事項は、各ブロックの相互応援協定等で定め、その内容を全

国知事会に報告するものとする。

（幹事県等の設置等）

第４条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県等（ブロックにおける支

援本部等を含む。以下同じ。）を置く。

２ 幹事県等は、原則として第７条第１項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県を

もって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府

県を幹事県等とした場合は、この限りでない。

３ 幹事県等は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、

大規模かつ広域な災害等の場合には、自らが属するブロック内の被災県からの要請に応じて全国

知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。

４ 幹事県等が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やか

に協議のうえ、幹事県等に代って職務を行う都道府県（以下「幹事代理県」という。）を決定し、

幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。

５ 各ブロックの幹事県等は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年４月末日までに全国

知事会に報告するものとする。幹事県等を変更したときも同様とする。

６ 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年４月末日までに全国知

事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
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７ 全国知事会は、第５項又は前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、

速やかに各都道府県に連絡するものとする。

（災害対策都道府県連絡本部の設置）

第５条 いずれかの都道府県において、震度６弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する

程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務を迅速か

つ的確に進めるため、災害発生後速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府

県連絡本部（以下「連絡本部」という。）を設置する。

２ 連絡本部は、被災県及び被災県のカバー（支援）県並びに被災県の所属するブロックの幹事県

等に対して被災情報等の報告を求める。

３ 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。

（緊急広域災害対策本部の設置）

第６条 第２条第１項の広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、全国知事会は、全国

知事会会長を本部長とする緊急広域災害対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。

２ 対策本部は、前条第１項の連絡本部が設置されている場合は、その事務を引き継ぎ情報収集・

連絡事務を行うとともに、広域応援に係る調整、広域応援実施に係る記録・データの整理事務を

行う。

３ 対策本部は、前項の事務を行うにあたり、別に定めるところにより、東京事務所長会の代表世

話人への連絡を通して、各都道府県東京事務所から職員の応援を得るものとする。

４ 対策本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。

（広域応援の要請）

第７条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック以外のブロックを構成する都道府県に対し、全

国知事会を通じて広域応援を要請する。

ブロック知事会名 構成都道府県名

北海道東北地方知事会 北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県

新潟県

関東地方知事会 東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県

山梨県 静岡県 長野県

中部圏知事会 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 静岡県

福井県 滋賀県

近畿ブロック知事会 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県

兵庫県 鳥取県 徳島県

中国地方知事会 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

四国知事会 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州地方知事会 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

沖縄県 山口県
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２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるもの

とする。

３ 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに全国知事会又は自らが所属するブロ

ックの幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次

の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシ

ミリ等により広域応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。

(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量

(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容

(3) 職種及び人数

(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路

(5) 応援期間（見込みを含む。）

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

４ 前項の連絡を受けた幹事県等は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全

国知事会に連絡するものとする。

５ 全国知事会は、第３項又は前項の連絡を受け、第２条第１項で規定する広域応援を実施すると

きは、速やかに全都道府県へその旨を連絡するとともに、各ブロック幹事県等と連携し、応援県

を被災県ごとに個別に割り当てる対口支援方式を基本として被災県に対する広域応援実施要領

を作成し、全都道府県に広域応援の内容を連絡するものとする。

６ 広域応援実施要領で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう

努めなくてはならない。

７ 第３項又は第４項による連絡をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があっ

たものとみなす。

８ 通信の途絶等により第３項又は第４項の連絡がなされず、かつ、広域応援の必要があると全国

知事会会長が認める場合は、第２条第１項に規定する広域応援を実施する。この場合、被災県か

ら各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。

（経費の負担）

第８条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた

被災県の負担とする。

ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合につ

いては、この限りではない。

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行

う都道府県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）

支弁を求めることができるものとする。

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府

県に対し繰戻しをしなければならない。

（ブロック間応援）

第９条 幹事県等の調整の下、被災県からの要請に基づき、被災県が属するブロックに対してその

隣接ブロックは、応援を行う（以下「ブロック間応援」という。）。

２ 前項の応援の要請は、被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県から応援を要請するブ

ロックの幹事県等へなされることを基本とする。

３ 前項の応援については、第２条第３項及び第８条の規定を準用する。

４ 被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県は、第１項の応援の要請をしたことを速やか

に全国知事会へ連絡するものとし、連絡を受けた全国知事会は、被災県が応援を要請したブロッ
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クに対し、協力を要請するものとする。

５ 第１項及び前項の要請を受けたブロックは、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならな

い。

（他の協定との関係）

第 10 条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げる

ものではない。

（訓練の実施）

第 11 条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練

を適時実施するものとする。

（その他）

第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事

会会長が別に定めるものとする。

附則 この協定は、平成 18 年７月 12 日から適用する。

２ 平成８年７月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。

附則 この協定は、平成 19 年７月 12 日から適用する。

２ 平成 18 年７月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。

附則 この協定は、平成 24 年５月 18 日から適用する。

２ 平成 19 年７月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
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この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会東日本大震災復興協力本部

本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するととも

に、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。

平成 24 年５月 18 日

全国知事会会長

京都府知事

全国知事会

東日本大震災復興協力本部本部長

埼玉県知事

北海道東北地方知事会会長

北海道知事

関東地方知事会会長

静岡県知事

中部圏知事会会長

愛知県知事

近畿ブロック知事会会長

奈良県知事

中国地方知事会会長

岡山県知事

四国知事会常任世話人

徳島県知事

九州地方知事会会長

大分県知事
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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（災害関係）

（趣旨）

第１条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（以下「協定」

という。）のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。

（所属ブロック知事会の決定）

第２条 協定第７条第２項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを

定める場合には、別表１を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事

会幹事県等（ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。）の間で協議のうえ、決定

する。

（別表１）

都道府県名 広域応援の実施時の所属ブロック知事会

静岡県

長野県

三重県

中部圏知事会

福井県

滋賀県
近畿ブロック知事会

鳥取県

山口県
中国地方知事会

徳島県 四国知事会

（情報収集要員の派遣）

第３条 協定第５条第２項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、か

つ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部

に情報収集要員を派遣する。

２ 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。

（都道府県東京事務所職員による応援）

第４条 協定第６条第３項に定める緊急広域災害対策本部（以下「対策本部」という。）に対する

各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表２を基本として行うものとする。

（別表２）

※（ ）は都道府県数
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２ 協定第６条第３項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人（以下「代表世話

人」という。）は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長（以下「世話人所

長」という。）に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人所長は、ブロック内

の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。

３ 第１項、第２項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをい

う。

（業務の代行）

第５条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県

からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する

業務を代行する。

２ 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難な

ときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。

（連絡調整要員の派遣）

第６条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県（以下「応援県」という。）は、必要がある

と認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。

２ 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。

（情報収集要員等の携行品）

第７条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食

料・飲料水、携帯電話等を携行する。

（広域応援の内容）

第８条 協定第２条第３項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。

(1)人的支援及び斡旋

ア 救助及び応急復旧等に必要な要員

イ 避難所の運営支援に必要な要員

ウ 支援物資の管理等に必要な要員

エ 行政機能の補完に必要な要員

オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋

(2)物的支援及び斡旋

ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資

イ 救救出出、、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資

ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等

(3)施設又は業務の提供及び斡旋

ア ヘリコプターによる情報収集等

イ 傷病者の受け入れのための医療機関

ウ 被災者を一時収容するための施設

エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務

オ 仮設住宅用地

カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援

(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの

（要員の派遣に要する経費の内容等）
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第９条 協定第８条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。

(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の

旅費、諸手当の額の範囲内とする。

(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、

応援県の負担とする。

(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じた

ものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県

が賠償の責めに任ずる。

(4) 前３号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県

との間で協議して定める。

（経費の請求）

第10条 協定第８条第２項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、

次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。

(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額

(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費

(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費

(5) 施設の提供については、借上料

２ 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書（関係書類添付）により、被災県の知事

に請求する。

（カバー（支援）ブロック）

第 11 条 協定第９条に規定するブロック間の応援に係るカバー（支援）ブロックは、別表３を基

本とする。

（別表３）

附則 この実施細目は、平成 19 年７月 12 日から適用する。

２ 平成 18 年７月 12日から適用した実施細目は、これを廃止する。

附則 この実施細目は、平成 24 年５月 18 日から適用する。

２ 平成 19 年７月 12日から適用した実施細目は、これを廃止する。
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９ 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び関西広域連合は、

近畿圏危機発生時の相互応援について次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び

徳島県（以下「府県」という。）の区域において、次の事態（以下「危機」という。）が発生し、

当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策が実施できない場合に、関西広域連合及び府県

が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行するための基本となる事項を定めるものとする。

（１）災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める災害

（２）武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律（平

成 15 年法律第 79 号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態

（３）前２号に定めるもののほか、府県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、

又は生じるおそれがある緊急の事態

（調整）

第２条 福井県、三重県、奈良県及び関西広域連合は、被応援府県に対する応援府県の応援活動が

速やかに行われるよう協議する。

２ 関西広域連合は、前項の協議を踏まえ、関西広域連合構成府県を含めた広域応援について調整

を行う。

（応援の種類）

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。

（１）職員の派遣

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供

（３）資機材の提供

（４）避難者及び傷病者の受入れ

（５）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

２ 前項に掲げる応援を実効あるものとするため、関西広域連合及び府県は、平素から関係機関等

と十分な連携を図ることにより、危機発生時の迅速かつ的確な対応に万全を期するよう努める。

３ 具体的な応援内容等については、必要に応じて事象ごとに別途定める。

（被害状況等の連絡）

第４条 府県は、当該府県の区域において相当の被害が近く発生することが予想され、又は発生し

た場合は、速やかに関西広域連合に被害状況等を連絡するものとする。

２ 関西広域連合は、前項の連絡を受けた場合は、全ての府県の被害状況等を確認し取りまとめ、

全ての府県に連絡するものとする。

（応援要請等の手続）

第５条 応援を受けようとする府県は、必要とする応援の内容について、関西広域連合に対し、文

書により要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、口頭により要請し、後に文書を速

やかに提出するものとする。

２ 関西広域連合は、前項の要請を受けた場合は、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当てを

定めた応援計画を作成し、被応援府県及び応援府県に対し、文書により通知するものとする。た
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だし、その暇がない場合は、口頭により連絡し、後に文書を速やかに提出するものとする。

３ 第１項の要請をもって、被応援府県から応援府県に対して応援の要請があったものとみなす。

（応援の実施）

第６条 前条第２項の応援計画の通知を受けた応援府県は、当該応援計画に基づき、被応援府県を

応援するものとする。

（応援経費の負担）

第７条 応援に要した経費は、原則として当該応援を受けた被応援府県が負担する。

２ 被応援府県が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、被応援府県から要請があった場

合には、応援府県は当該経費を一時繰替支弁する。

３ 前２項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、その応援に要した

経費については武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律

第 112 号）第 165 条の定めるところによる。

４ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じた

ものについては被応援府県が、被応援府県への往復の途中において生じたものについては応援府

県が、その損害を賠償するものとする。

（緊急派遣）

第８条 府県の区域において震度６弱以上の地震が観測された場合、又は府県間の通信の途絶等の

緊急事態が生じた場合において、甚大な被害が推測されるときは、関西広域連合及び府県は、相

互に調整の上、当該府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等を行うものとする。

２ 前項の情報収集等の結果、特に緊急を要し第５条第１項の要請を待つ暇がないと認められると

きは、府県は、同要請を待たずに緊急派遣を受けた府県を応援することができる。

３ 前項の応援については、第５条第１項の要請があったものとみなす。

（物資等の携行）

第９条 関西広域連合及び応援府県は、職員等を派遣する場合には、職員等が消費又は使用する物

資等を携行させるものとする。

（資料の交換）

第 10 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、毎年６月末日ま

でに、関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、各府県地域防災計画、各府県国民

保護計画その他応急活動に必要な参考資料を相互に交換するものとする。ただし、参考資料の内

容に重要な変更があった場合には、その都度、相互に連絡するものとする。

（連絡会議の実施）

第 11 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年度、第１

条に掲げる事態に関する連絡会議を実施するものとする。

（訓練の実施）

第 12 条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応急

対策に関する訓練を実施するものとする。
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（その他）

第 13 条 この協定に定めのない事項は、必要の都度、関西広域連合及び府県が協議して定めるも

のとする。

附 則

１ この協定は、平成 24 年 10 月 25 日から適用する。

２ この協定の適用をもって、平成 18 年４月 26日に締結した「近畿２府７県危機発生時の相互応

援に関する基本協定」は廃止する。

この協定の締結を証するため、本書 10 通を作成し、各団体記名押印の上各１通を保有する。

平成 24年 10 月 25 日

福井県

福井県知事 西 川 一 誠

三重県

三重県知事 鈴 木 英 敬

滋賀県

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

京都府

京都府知事 山 田 啓 二

大阪府

大阪府知事 松 井 一 郎

兵庫県

兵庫県知事 井 戸 敏 三

奈良県
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奈良県知事 荒 井 正 吾

和歌山県

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

関西広域連合

広域連合長 井 戸 敏 三
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10 災害時における帰宅困難者支援に関する協定及び協定締結事業者一覧表

（目的）

第１条 関西広域連合（以下「甲」という。）と＜災害時帰宅支援ステーション事業者＞（以

下「乙」という。）とは、地震発生等（以下「災害時」という。）により交通が途絶した

ため、帰宅するのが困難な者（以下「帰宅困難者」という。）を支援するために必要とな

る災害時帰宅支援ステーション（以下「支援ステーション」という。）の設置及び帰宅困

難者を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

（協定の効力）

第２条 この協定は、参画する府県及び政令市（甲の構成府県である滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県並びに甲に支援ステーションにかかる業務委託を行

う三重県、奈良県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市をいう。以下同じ。）とその区域

に店舗が所在する乙が個別に協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。

（支援ステーションの設置）

第３条 参画する府県及び政令市は、乙の店舗に対しこの協定に基づき支援ステーション

の設置を依頼するものとする。

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以て協定の履行を

求めるものとするが、甲及び参画する府県及び政令市は、乙のフランチャイズチェーン

契約書の制限から店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、

これを支援ステーション設置における前提とする。

（支援の内容）

第４条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステー

ションとしての協力を要請することができるものとする。

（１）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得

た通行可能な道路に関する情報を提供すること。

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げ

る事項の全部又は一部について支援可能な店舗とする。

３ 参画する府県及び政令市並びに乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲

で相互に協力を求めることができる。

（支援の実施）

第５条 乙は、前条の規定により参画する府県及び政令市から支援の協力要請を受けたと

きは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施する

ものとする。ただし、参画する府県及び政令市が、乙に対し、通信の途絶等の事由によ

り要請を行うことができないときは、乙は、参画する府県及び政令市の要請を待たない

で、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。

（支援ステーション・ステッカーの掲出）

第６条 支援ステーションについて、広く住民へ協力店舗の取組みの周知を図り、防 
災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出す

るものとする。
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２ 乙は、乙の店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年 1
回５月末日までに甲にその年度の必要数を報告し、甲から「支援ステーション・ステッ

カー」の提供を受けるものとする。

（経費の負担）

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。

２ 乙は、甲から前条の「支援ステーション・ステッカー」の提供を無償で受けるものと

する。

（情報の交換）

第８条 甲及び参画する府県及び政令市並びに乙は、この協定が円滑に運用されるよう、

平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。

（有効期間）

第９条 この協定は、協定書締結日から１年間効力を生じるものとする。なお、期間満了

の１ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協

定はさらに１年間更新されるものとし、以降も同様とする。

２ この協定締結後、参画する府県及び政令市の中から甲に新たな協定締結を希望し、又

は、協定の除外を希望した場合、甲乙で協議の上、これを定めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協

議の上、これを定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保

有する。

平成 年 月 日

（甲）住 所 大阪府大阪市北区中之島５丁目３番５１号

関西広域連合

連合長 井戸 敏三

（乙）住 所

＜災害時帰宅支援ステーション事業者＞
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＜関西広域連合で締結する帰宅支援ステーション事業者一覧表＞

番号 事業者名

1 味の民芸フードサービス株式会社

2 株式会社壱番屋

3 株式会社イデアプラス

4 株式会社九九プラス

5 国分グローサーズチェーン株式会社

6 株式会社ココストア

7 株式会社サークルＫサンクス

8 株式会社サガミチェーン

9 サトレストランシステムズ株式会社

10 株式会社ジャパン

11 株式会社スギ薬局

12 株式会社ストロベリーコーンズ

13 株式会社セブン－イレブン・ジャパン

14 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ

15 株式会社第一興商

16 株式会社ダスキン（ミスタードーナツ事業）

17 チムニー株式会社

18 株式会社デイリーヤマザキ

19 株式会社ファミリーマート

20 株式会社ポプラ

21 ミニストップ株式会社

22 株式会社モスフードサービス

23 株式会社ユタカファーマシー

24 株式会社吉野家

25 ロイヤルホスト株式会社

26 株式会社ローソン

27 ワタミ株式会社
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11 阪神・淡路大震災での被災者の生活復興支援の取り組み

（１）生活再建のための経済的支援

実施時期 支援内容

１

週

間

以

内

H7

１

か

月

以

内

1/25

1/27

1/29

2/ 1

2/ 6

2/17

・兵庫県南部地震災害義援金募集委員会を発足

・県税の期限延長告示

・生活福祉資金(小口貸付)の貸付開始

・義援金第１次配分決定

・災害弔慰金の相談開始

・義援金第１次配分支給開始

・災害援護資金貸付金の受付開始（１次）

・神戸市、り災証明書発行と義援金交付申請開始

・被災市町で「災害弔慰金」の支給手続き開始

３

か

月

以

内

3/25 ・神戸市、固定資産税等の減免決定

６

か

月

以

内

4/21

5/ 1

5/15

・義援金第２次配分決定

・生活福祉資金(災害援護資金)の貸付開始

・義援金第２次配分支給開始

１

年

以

内

10/ 2 ・災害援護資金貸付金の受付開始（２次）

H8

7/19

8 月

9/ 2

12 月

・義援金第３次配分決定

・生活福祉資金(転宅費)の受付開始

・義援金第３次配分支給開始

・生活復興資金貸付の受付開始

H9

4 月

12 月

・生活再建支援金の受付開始

・被災中高年恒久住宅自立支援金の受付開始

１

年

以

降

H10

5 月

7 月

・被災者生活再建支援法の制定

・被災者自立支援金の受付開始
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（２）雇用の維持・確保

実施時期 支援内容

１

週

間

以

内

H7

1/23 ・雇用調整助成金の特例適用

・失業給付の特例支給

１

か

月

以

内

1/27

2/15

・労働保険料の納付期限延長

・神戸市等に総合労働相談所を設置

３

か

月

以

内

６

か

月

以

内

１

年

以

内

8/31 ・産業復興３か年計画を策定

H8

4 月 ・離職者生活安定資金融資を開始

H9

4 月 ・被災地しごと開発事業を開始

H12

10 月 ・生きがいしごとサポートセンターを開設

１

年

以

降

H14

6 月 ・生きがいしごとサポートセンター神戸を開設
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（３） 安全で快適な住まいの提供

実施時期 支援内容

１

週

間

以

内

H7

1/20 ・応急仮設住宅の工事着工

１

か

月

以

内

1/27

2/ 2

2/14

・総合住宅相談所を開設

・応急仮設住宅の入居開始(五色町)

・神戸市、応急仮設住宅の入居開始

３

か

月

以

内

2/25

3/17

3/15

3/31

4/ 1

4 月

・地域型仮設住宅の発注開始

・神戸市、災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付開始

・震災復興総合相談センターを設置

・応急仮設住宅 30,000 戸完成

・シルバーハウジングへのＬＳＡの派遣開始

・仮設住宅への保健婦の巡回健康相談開始

６

か

月

以

内

5月

6/16

6/24

6 月

6 月

6 月

6 月

・県、仮設住宅設置市町で応急仮設住宅対策会議を設置

・ふれあいセンターの第１号設置

・応急仮設住宅入居者調査(第１次)を実施

・ひょうご県民住宅復興ローンの受付開始

・こころのケアセンター開設

・応急仮設住宅入居者等サービス調整推進本部設置

・応急仮設住宅入居者に対し「くらしのかわらばん」発行

１

年

以

内

8/11

8/17

8 月

9 月

10/31

11/ 1

・応急仮設住宅 48,300 戸完成

・ひょうご住宅復興３か年計画を策定

・ふれあい推進員の配置

・仮設住宅建設に伴うバス路線の新設、変更、増便

・災害復興公営住宅第１次１元募集開始

・応急仮設住宅入居者調査(第２次)を実施

H81 月

1 月

2 月

4 月

7 月

・生活支援アドバイザーの設置

・応急仮設住宅巡回相談の実施

・応急仮設住宅入居者調査(第３次)を実施

・ふれあい交番相談員の配置

・災害復興公営住宅第２次１元募集開始

H9

2 月

9 月

10 月

・災害復興公営住宅第３次１元募集開始

・災害復興公営住宅第３次１元募集開始

・生活復興相談員の配置

・健康アドバイザー巡回訪問開始

H10

3 月 ・災害復興公営住宅等全戸(38,600 戸)着工済み

１

年

以

降

H12

1/14 ・仮設住宅入居者ゼロ
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（４）保健・医療・福祉サービスの提供

実施時期 支援内容

１
週
間
以
内

H7
1/24 ・被災者福祉なんでも相談を実施

・こころの相談を実施

１
か
月
以
内

4/ 1 ・シルバーハウジングへのＬＳＡ（生活援助員）の派遣開始

３
か
月
以
内

6/ 1 ・地域こころのケアセンターを設置

６
か
月
以
内
１
年
以
内

10
月

・被災地コミュニティプラザの設置、運営支援を開始

H8
3 月
4 月
8 月

・災害時地域医療マニュアルを作成
・ふれあい交番相談員を配置
・生活支援アドバイザー制度を開始

H9
4 月
4 月
5 月
7 月

・福祉のまちづくり条例の改正、施行
・健康アドバイザー事業を開始
・生活復興相談員を配置
・県・市町生活支援委員会を設置

H11
1 月 ・復興住宅交番相談員の設置

H12
4 月 ・復興住宅コミュニティプラザ活動支援事業を開始

H13
4 月
10 月

・まちの保健室を開設
・ＳＣＳ（高齢世帯生活援助員）を配置

H14
9 月 ・災害復興公営住宅団地コミュニティ調査を実施

H15
4 月 ・ガスメーター等を活用した高齢者見守りサービス普及促進事業の開始

H16
4 月
4 月

・兵庫県こころのケアセンターを開設
・コミュニティサポート支援事業を開始

１
年
以
降

H18
4 月 ・高齢者自立支援ひろば設置事業を創設
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（５）被災児童・生徒への対策

実施時期 支援内容

１

週

間

以

内

H7

１

か

月

以

内

2/10 ・すべての県立学校で授業再開

３

か

月

以

内

2/24

4/ 1

・神戸市立小・中学校全校再開

・教育復興担当教員、スクールカウンセラーの配置

６

か

月

以

内

１

年

以

内

H11

1 月 ・あしなが育英会「レインボーハウス」が竣工

H12

1 月 ・震災・学校支援チーム(ＥＡＲＴＨ)を創設

H14

4 月 ・県立舞子高等学校環境防災科を設置

１

年

以

降

H17

4 月 ・心のケア担当教員を配置
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（６）地域づくり活動支援

実施時期 支援内容

１

週

間

以

内

H7

1/19

1/20

1/23

1/24

・外国人相談コーナーを開設

・阪神・淡路大震災地元ＮＧＯ救援連絡会議が発足

・県内社協がボランティアセンターネットワークづくりを開始

・県社協ボランティアセンターでの個別コーディネートを開始

・被災者福祉なんでも相談を実施

・こころの相談を実施

・緊急外国人県民特別相談窓口を開設

１

か

月

以

内

1/25

1/27

2/11

2/15

・消費生活相談を実施

・総合住宅相談所を開設

・阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワークが発足

・児童相談を実施

・臨時災害ＦＭ局「ＦＭフェニックス」開局

３

か

月

以

内

3/15 ・震災復興総合相談センターを設置

６

か

月

以

内

6/16

7/17

・ふれあいセンターの第１号設置

・被災者復興支援会議が発足

１

年

以

内

H8

10 月 ・生活復興県民ネットが発足

H10

3 月

12 月

・特定非営利活動促進法(ＮＰＯ法)の制定

・県民ボランタリー活動の促進に関する条例を施行

H11

4 月

7 月

・被災者復興支援会議Ⅱが発足

・ＮＰＯと行政の生活復興会議が発足

H13

4 月 ・被災者復興支援会議Ⅲが発足

H14

6 月 ・ひょうごボランタリープラザの開設

１

年

以

降

H15

4 月 ・県民の参画と協働の推進に関する条例を施行


